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「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」（中央教育審議会初等中等教育分科会平成２４年７月２３日）の中には、次の

ように示されています。 

   

  

 「インクルーシブ教育システム」とは、平成１８年に国連で採択された「障害者の権利 

に関する条約」において初めて提唱された概念です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、報告には、次の記述もあります。 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

（２）インクルーシブ教育システムとは 

（a）インクルーシブ教育システムとは 

「インクルーシブ教育システム」（inclusive education system、署名時仮訳：包容す

る教育制度）とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等

を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの

目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が

「general education system」（署名時仮訳：教育制度一般）から排除されないこと、

自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合

理的配慮」が提供される等が必要とされている。 

インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するととも

に、個別の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを

整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支

援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくこと

が必要である。 

 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ

場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容

が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつ

つ、生きる力を身に付けているかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための

環境整備が必要である。 

（ｂ）インクルーシブ教育システムの基本的な方向性 
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特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のため

に必要不可欠なものです。そのため、以下の①から③の考え方に基づき、特別支援教育

を発展させていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」 

  （http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321669.htm） 

参考：独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 インクルＤＢ―基本的な考え方―参考 

（http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=40） 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

（ｃ）インクルーシブ教育システムと特別支援教育 

① 障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するこ

とができるよう、医療、保健、福祉、労働等の連携を強化し、社会全体の様々な機能

を活用して、十分な教育が受けられるよう、障がいのある子どもの教育の充実を図る

ことが重要である。 

② 障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生き

ることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活

基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができる

よう配慮することが重要である。 

③ 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が障害の

ある人や子どもと共に学び合い生きる中、公平性を確保しつつ社会の構成員としての

基礎を作っていくことが重要である。 

一人一人を大事にする教師の背中を子どもは見ています。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321669.htm
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